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○みよし市狭あい道路拡幅整備補助金等交付要綱 

平成29年４月１日 

改正 平成29年９月20日 

平成30年３月14日 

平成31年３月22日 

平成31年４月25日 

令和３年３月23日 

令和３年８月３日 

令和４年９月12日 

令和５年３月22日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則（平成13年三好町規則第２号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、市内における建築行為等に係る後退用地の確保及び

整備に係る補助金等の交付に関し、必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 この補助金等は、みよし市における建築行為等に係る後退用地に関する要綱（平成

29年４月１日）に基づき、建築行為等に係る後退用地を確保することにより、安全・安

心なまちづくりを図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 狭あい道路 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第

２項に規定する道路をいう。 

(2) 道路後退線 狭あい道路の中心線からの水平距離２メートルの線又は狭あい道路が

がけ地、河川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地

等と狭あい道路の境界線から狭あい道路側に水平距離４メートルの線をいう。 

(3) 後退用地 狭あい道路の境界線と道路後退線の間に介在する土地をいう。 

(4) すみ切り用地 狭あい道路の道路後退線が他の道路の境界線（当該地の道路が狭あ

い道路である場合は、道路後退線）と交わる箇所の角地の交差角を挟む二辺を含む土地

で、次に掲げるものをいう。 

ア 角地の交差角が60度以上120度以内の場合にあっては、当該隅角を挟む２辺の長さ
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が等しくなる点を結ぶ直線の長さが３メートルとなる線と当該２辺によって囲まれ

る三角形の範囲の土地とする。 

イ 角地の交差角が60度未満の場合にあっては、当該角地の隅角を頂点とする底辺の

長さが４mの二等辺三角形の範囲の土地とする。 

(5) 建築物等 法第２条第１号に規定する建築物及びこれに付随する擁壁をいう。 

(6) 工作物等 建築物等以外の工作物、宅地内配管、樹木等をいう。 

(7) 建築行為等 建築物等を建築又は築造することをいう。 

(8) 所有権者等 狭あい道路に接する土地及び後退用地の所有権者、借地権者、抵当権

者その他土地について使用収益又は処分の権限を有する者をいう。 

(9) 寄附申請者 みよし市における建築行為等に係る後退用地に関する要綱第７条の規

定に基づき、後退用地等を市に寄附しようとする者をいう。 

(10) 整備 市が狭あい道路に係る後退用地又はすみ切り用地について、その所有者等か

ら寄附を受けた当該用地について道路の一部として利用が可能な状態にすることをい

う。 

(11) 補助金等 第５条第１項若しくは第２項の補助金又は同条第３項の奨励金をいう。 

（補助対象者） 

第４条 補助金等の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 市税等を完納している者 

（補助金及び奨励金の額） 

第５条 市長は、寄附申請者が後退用地等を市に寄附することとなった場合においては、寄

附申請者に対して、これらの用地を確定するために必要な測量費に要する費用について、

別表に定める額の補助金を交付することができる。 

２ 市長は、寄附申請者が後退用地等を市に寄附することとなった場合においては、寄附申

請者に対して、これらの用地内に存する工作物等を除去するために要する費用について、

別表に定める額の補助金を交付することができる。 

３ 市長は、２方向以上の狭あい道路に接する敷地の２方向目以上の後退用地やすみ切り用

地について、みよし市における建築行為等に係る後退用地に関する要綱第９条の規定によ

り所有権移転の手続を完了した場合は、当該すみ切り用地を市に寄附した者に対し、別表

に定める額の奨励金を交付することができる。 

（交付の申請） 
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第６条 補助金等の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という）は、狭あい道路

拡幅整備補助金等交付申請書（様式第１号）及び狭あい道路に係る後退用地の寄附に関す

る同意書（施設管理者用）（様式第８号）又は狭あい道路に係る後退用地の寄附に関する

同意書（利害関係者用）（様式第９号）にみよし市における建築行為等に係る後退用地に

関する要綱第５条第２項の通知の写し及び補助金等の額の算出の基礎となる資料を添え

て市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに狭あい道路拡幅整備補助金等交

付決定通知書（様式第３号）により、補助金等の交付の申請をした者に通知しなければな

らない。 

（計画変更） 

第７条 交付申請者は、補助金等の交付決定通知を受けた後において計画の変更をする場合

は、直ちに市長に狭あい道路拡幅整備計画変更交付申請書（様式第４号）を提出し、承認

を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による狭あい道路拡幅整備計画変更交付申請書を受理したときは、

変更内容を審査し、前条第２項の規定による決定を変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により当該補助金等の交付の変更を承認したときは、狭あい道路拡

幅整備補助金等変更決定通知書（様式第５号）により、交付申請者に通知しなければなら

ない。 

（実績報告） 

第８条 交付申請者は、当該年度内に事業を完了し、当該年度末までに、狭あい道路拡幅整

備補助金等実績報告書（様式第６号。以下「実績報告書」という。）を提出しなければな

らない。 

（補助金等交付額の確定等） 

第９条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、書類審査及び必要に応じて現地

調査を行い、事業の成果が補助金等の交付決定の内容に適合するものであるか調査し、適

合すると認めたときは、交付額を決定し、狭あい道路拡幅整備補助金等確定通知書（様式

第10号）により実績報告書の提出をした者に通知するものとする。 

（補助金等の交付） 

第10条 前条の規定により、補助金等の交付額の確定を受けた者は、速やかに、請求書（様

式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金等の交付決定の取消し） 
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第11条 市長は、補助金等の交付決定を受けた者が偽りその他不正の行為により当該補助

金等の交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補

助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の全部又は一部の返還を命

じるものとする。 

（適用除外） 

第12条 この要綱の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。 

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条に規定する許可を受けて開発行為（自

己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもので、後退用地を寄附し

ようとする場合を除く。）を行う場合 

(2) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地区画整理事業を施行する場合 

(3) 道路境界線について、関係者の同意を得られないため、道路境界線の確認が成立し

ない場合 

(4) みよし市生活環境整備事業分担金の徴収に関する条例（昭和56年三好町条例第８号）

に規定する事業により整備を行う場合 

(5) みよし市公有財産の寄附受納基準に基づく寄附受納ができない場合 

(6) その他市長が補助金等を交付することが適当でないと認める場合 

（委任） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（平成29年９月20日） 

この要綱は、平成29年10月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月14日） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月22日） 

この要綱は、平成31年３月22日から施行する。 

附 則（平成31年４月25日） 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 
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附 則（令和３年３月23日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、令和３

年３月23日から施行する。 

附 則（令和３年８月３日） 

１ この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に改正前のみよし市狭あい道路拡幅整備補助金等交付要綱の規

定に基づいて作成されている請求書の用紙は、改正後のみよし市狭あい道路拡幅整備補助

金等交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（令和４年９月12日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年９月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前のみよし市狭あい道路拡幅整備補助金等交付要綱の規

定に基づいて作成されている狭あい道路拡幅整備補助金等交付申請書その他の用紙は、改

正後のみよし市狭あい道路拡幅整備補助金等交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使

用することができる。 

附 則（令和５年３月22日） 

この要綱は、令和５年３月22日から施行する。 

 


